
 

 

 

富里市 
記 者 会 見 資 料 

令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日 

 

地域活性化によるにぎわいの創出と元気で活力ある商工業振興を図るため、 

市内で創業や事業承継をする方を対象に、その費用の一部を市独自の補助金で 

応援します。 

 

・  
～～ 創業や事業承継にチャレンジする方を応援します！ ～～ 

 

 

 

 

 

 

１ 対象者 

 〇 補助金の申請年度内に創業を行う方、または事業承継を受ける方 

 〇 創業の日または事業承継の日に市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録 

されている個人事業者、または市内に事業所等を有する法人 

 

２ 対象要件 

〇 富里市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を修了していること 

 〇 市税の滞納がないこと 

   ※上記のほか、いくつかの要件をすべて満たす必要があります 

 

３ 対象経費 

 〇 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費 

 〇 店舗等借入費 

 〇 設備費 

 〇 マーケティング調査費 

 〇 広報費 

 

４ 補助率及び限度額 

〇 補助対象経費の１／２以内 

〇 上限５０万円 

問合せ先 

担 当 経済環境部商工観光課商工振興班  

担当者 小泉 

電 話 ０４７６－９３－４９４２【直通】 

ＦＡＸ ０４７６－９３－２１０１ 

メール shoukou＠city.tomisato.lg.jp 

６ 
 


